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１ 条例の目的

この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明らかにするこ

とにより、公共事業及び公共サービスの品質の確保及び公契約に従事する労働者等の

労働環境の整備を図り、地域経済の発展及び豊かで安心して暮らすことのできる地域

社会の実現に寄与することを目的とします。

２ 用語の定義

条例及び施行規則における用語の定義は、以下のとおりです。

３ 条例の概要

基本方針【第３条】

公契約条例の目的を達成するに当たり、次の４つの項目を基本方針とします。

① 入札及び契約の透明性並びに競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排

除を徹底し、適正化を図ること。

② 予定価格の算出、契約相手方の決定その他の入札及び契約に関する事務を適切

に行い、公契約の品質及び適正な履行を確保すること。

③ 労働者等の適正な労働環境を確保すること。

④ 地域経済及び地域社会の健全な発展を図ること。

公契約 市と締結する売買、賃借、請負その他契約

特定公契約 市に対して、労働条件報告書の提出が必要な公契約

受注者 市と公契約を締結する者

下請負者 市以外の者から公契約に係る業務の一部を受注する者

受注者等 受注者と下請負者

労働者

①労働基準法第９条に規定する労働者であって、受注者

等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者

②自らが提供する労務の対価を得るために、公契約に係

る業務を請け負い、又は受注する者
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市の責務【第４条】

市は、この条例の目的を達成するため、公契約に係る施策を総合的に推進します。

受注者等の責務【第５条】

① 受注者等は、公契約に係る市の取組に協力するよう努めます。

② 受注者等は、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、法令を遵守すると

ともに、契約を適正に履行しなければなりません。

③ 受注者等は、下請負者と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を締結

し、適切な下請代金の支払、労働条件の確保及び安全対策の徹底に努め、もって公

共事業等の良好な品質の確保に取り組まなければなりません。

市内事業者の受注機会の確保【第６条】

市は、地域経済の健全な発展並びに地域における防災の体制維持等を図るため、予

算を適正かつ効率的に執行し、競争性を配慮しつつ、市内事業者の受注機会を確保する

よう努めます。

適正な労働条件の確保【第７条】

① 受注者等は、労働基準法、最低賃金法、その他の関係法令を遵守し、適正な労働

条件の確保に努めるものとします。

② 市は、特に必要と認める公契約について、受注者等に対し、労働条件の確保につ

いて報告を求めることができます。

③ 市は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、調査を行うとともに、受注

者等に対し必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができます。

品質の確保【第８条】

① 市長等は、公契約の適正な履行、公共事業等の良好な品質及び労働者の適正な

賃金を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格を算出するものとしま

す。

② 受注者等は、公共事業等の良好な品質の確保に努めなければなりません。

③ 受注者等は、公契約を履行するに当たり、適正な履行体制を確保しなければなり

ません。

意見聴取【第９条】

市は、公契約に関する取組を適正に行うため必要があると認めるときは、学識経験

者、事業者その他関係者の意見を聴くことができます。
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４ 特定公契約の適用範囲

長久手市公契約条例施行規則第２条で定める契約は、条例第２条第１号に規定する公

契約であって、次の各号に掲げる契約のいずれかに該当するものとします。

【特定公契約となる案件】

① 予定価格が２,０００万円以上の工事の請負契約

② 予定価格が５００万円以上の次に掲げる業務の委託に関する契約

・ 庁舎等の清掃業務

・ 庁舎等の受付案内業務及び電話交換業務

・ 庁舎等の警備業務（機械警備業務は除く。）

・ 給食調理等業務

・ 廃棄物、資源等収集運搬業務

※ 予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額です。

※ 長期継続契約では、予定価格を契約月数で除して得た額に 12を乗じて得た額を

年間の予定価格とみなして適用します。

※ 指定管理者制度による業務は含みません。

５ 労働条件報告書の提出

特定公契約においては、公契約に携わる労働者等に対して、適正な労働条件が確保

されているかを確認するため、受注者は市に、「労働条件報告書」（別紙１）を提出する必

要があります。特定公契約に該当する契約においては、契約書に「労働条件の確保につ

いての報告に関する特約条項」（別紙２）を添付しています。

① 提出時期及び提出先

受注者（元請負者）は労働条件報告書を作成し、契約締結日後速やかに、契約担当

課（工事の場合は監督員、業務等の場合は業務主任担当者）に提出してください。

なお、業務の一部を第三者に請負又は再委託するときは、当該第三者が労働条件

報告書を作成し、受注者（元請負者）が取りまとめの上、提出してください。労働環境

報告書の提出は、一人親方以外のすべての事業者が対象になります。

② 報告内容の確認

提出された労働条件報告書の内容を確認し、必要がある場合は聴き取り等の調査

を行う場合がありますのでご協力をお願いします。
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様式第１号（第５条関係）

労働条件報告書

年 月 日

（あて先）長久手市長

受注者等 所 在 地

商号又は名称

代表者の氏名

長久手市公契約条例第７条第２項の規定に基づき、下記のとおり提出します。

記

※ 「回答」欄に「〇」または「×」を、該当しない場合は「－」を記入してください。

注 1 対象とする労働者の範囲：本契約案件における業務に従事する者

２ 受注者等が業務の一部を第三者に請負又は再委託するときは、当該第三者が報告書を記載

した上で、受注者が取りまとめて提出してください。

契約名

区 分 項 目 回答

労働条件

⑴ 賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に書面で明示していますか。

⑵ 就業規則を作成し労働基準監督署長に届け出るとともに、作業場の見やす

い場所に常時掲示するなど、法令に従った方法で労働者に周知しています

か。（常時使用する労働者が 10人未満の場合は「－」）

⑶ 法定労働時間を超えて労働時間の延長又は休日労働を行わせる場合に、労

働基準監督署長に時間外・休日労働協定（３６協定）を届け出ていますか。（労

働時間の延長・休日労働をしない場合は「－」）

⑷ 法定の年次有給休暇を付与していますか。

⑸ 法定三帳簿（労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿）を整備していますか。

安全衛生

⑹ 事業場ごとに安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等を

選任していますか。（常時使用する労働者が 10人未満の場合は「－」）

⑺ 機械等による負傷や粉じん等に起因する疾病などの労働災害を防止する措

置を行っていますか。

⑻ 雇入れ時及び労働者の作業内容を変更したときは、従事する業務に関する

安全衛生教育を行っていますか。

⑼ 雇入れ時及びその後１年に１回、定期に健康診断を行っていますか。

⑽ １年に１回、定期に心理的なストレスを把握するための検査（ストレスチェッ

ク）を行っていますか。（常時使用する労働者が50人未満で、かつ検査を行

っていない場合は「－」）

賃金

⑾ 賃金を通貨で全額、労働者に直接、毎月１回以上、一定の期日に支払ってい

ますか。（口座振込を含む。）

⑿ 時間外労働、休日労働及び深夜業の割増賃金を法令どおり支払っています

か。

⒀ 愛知県の地域別最低賃金以上の賃金を支払っていますか。

（別紙１）
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（別紙２）

労働条件の確保についての報告に関する特約条項

（総則）

第１条 この特約条項は、市と受注者との契約に長久手市公契約条例（令和３年長

久手市条例第２１号）第７条に定める労働条件の確保についての報告を適用する

に当たって、必要な事項を定めるものとする。

２ この特約条項は、この特約条項が添付される契約と一体を成す。

（労働条件報告書の提出）

第２条 受注者は、本契約の履行における自ら使用する労働者に係る労働条件報告

書を作成し、この契約締結後速やかに市に提出しなければならない。

２ 受注者は、本契約に係る業務の一部を第三者に請負又は再委託するときは、当

該第三者に対し、労働条件報告書を作成させ、請負又は再委託に係る契約締結後

速やかに受注者に提出させ、それらを取りまとめて、市に提出しなければならな

い。

３ 受注者は、受注者から業務を請負又は再委託された下請負者が本契約に係る業

務の一部を第三者に請負又は再委託するときは、当該下請負者に対し、労働条件

報告書を当該第三者に作成させ、請負又は再委託に係る契約締結後速やかに当該

第三者から当該下請負者を通じて受注者に提出させ、それらを取りまとめ、市に

提出しなければならない。

なお、数次にわたって請負又は再委託に係る契約が締結されるときも同様に取

り扱うものとし、受注者は、労働条件報告書を全ての下請負者から受注者に提出

させるものとする。
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令和３年１０月７日

長久手市条例第２１号

長久手市公契約条例

（目的）

第１条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明ら

かにすることにより、公共事業及び公共サービス（以下「公共事業等」とい

う。）の品質の確保及び公契約に従事する労働者等の労働環境の整備を図り、も

って地域経済の発展及び豊かに安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄

与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

⑴ 公契約市が締結する売買、賃借、請負その他の契約をいう。

⑵ 受注者等市と公契約を締結する者及び市以外の者から公契約に係る業務の一

部を受注する者をいう。

⑶ 労働者等次のいずれかに該当する者をいう。

ア 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（同居の

親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除

く。）であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者

イ 自らが提供する労務の対価を得るために、公契約に係る業務を請け負い、

又は受注する者

⑷ 市内事業者市内に本店を有する事業者

（基本方針）

第３条 公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。

⑴ 入札及び契約の透明性並びに競争の公正性を確保するとともに、不正行為の

排除を徹底し、適正化を図ること。

⑵ 予定価格の算出、契約相手方の決定その他の入札及び契約に関する事務を適

切に行い、公契約の品質及び適正な履行を確保すること。

⑶ 労働者等の適正な労働環境を確保すること。

⑷ 地域経済及び地域社会の健全な発展を図ること。

（市の責務）

第４条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に規定する基本方針の下に、

公契約に係る施策を総合的に推進するものとする。

（受注者等の責務）

第５条 受注者等は、公契約に関する市の取組に対し協力するよう努めなければな

らない。

２ 受注者等は、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、法令を遵守する

とともに、公契約を適正に履行しなければならない。

３ 受注者等は、下請負者と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を締結

し、適切な下請代金の支払、労働条件の確保及び安全対策の徹底に努め、もって

公共事業等の良好な品質の確保に取り組まなければならない。
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（市内事業者の受注機会の確保）

第６条 市は、地域経済の健全な発展並びに地域における防災の体制維持及び向上

を図るためには、市内事業者の持続的発展が不可欠であることを鑑み、予算の適

正かつ効率的な執行に留意の上、競争性に配慮しつつ、市内事業者の受注の機会

を確保するよう努めるものとする。

２ 受注者等は、公契約に係る業務について、下請負者を選定するとき、又は資材

等を調達するときは、市内事業者の積極的な活用に努めるものとする。

（適正な労働条件の確保）

第７条 受注者等は、労働基準法、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）その

他の関係法令を遵守し、適正な労働条件の確保に努めるものとする。

２ 市は、特に必要と認める公契約について、受注者等に対し、労働条件の確保に

ついて報告を求めることができる。

３ 市は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、調査を行うとともに、

受注者等に対し必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。

（品質の確保）

第８条 公契約の締結に当たっては、その性質及び目的を踏まえた適正な契約方法

をとるとともに、品質、価格、履行期間その他契約条件が適正なものとなるよう

努めなければならない。

２ 市は、公契約の適正な履行、公共事業等の良好な品質及び労働者等の適正な賃

金を確保するため、適正な積算根拠に基づき、予定価格を算出しなければならな

い。

３ 受注者等は、公契約の履行に当たっては、適正な履行体制を確保し、公共事業

等の良好な品質の確保に努めなければならない。

（意見聴取）

第９条 市は、公契約に関する取組を適正に行うため必要があると認めるときは、

学識経験者、事業者その他関係者の意見を聴くことができる。

（委任）

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。

附 則

この条例は、令和４年３月１日から施行し、同日以後に公告その他の申込みの誘

引が行われる公契約について適用する。
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令和３年１２月１５日

長久手市規則第２５号

長久手市公契約条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、長久手市公契約条例（令和３年長久手市条例第２１号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

（労働条件の確保について報告を求める公契約）

第２条 条例第７条第２項に規定する報告を求めることができる公契約は、次のい

ずれかに該当するものとする。この条において予定価格は消費税及び地方消費税

相当額を含まない額とする。

⑴ 予定価格が２，０００万円以上の工事の請負契約

⑵ 予定価格が５００万円以上の次に掲げる業務の委託に関する契約

ア 市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地（以下この号において

「庁舎等」という。）の清掃業務

イ 庁舎等の受付案内業務及び電話交換業務

ウ 庁舎等の警備業務（警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２条第５項

に規定する機械警備業務を除く。）

エ 給食調理業務

オ 廃棄物、資源等収集運搬業務

２ 前項第２号の予定価格は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

⑴ 契約期間が１年以下の契約 予定価格の額

⑵ 契約期間が１年を超える契約 予定価格を契約月数で除して得た額に１２を

乗じて得た額

（委任）

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、令和４年３月１日から施行し、同日以後に公告その他の申込みの誘

引が行われる公契約について適用する。



【問合先】

長久手市総務部行政課契約検査係

電話 ０５６１－５６－０６０５（直通）

メール gyosei@nagakute.aichi.jp


